[image: image1.jpg]






　　　　　　　通　知　書
　　　　　　　　　平成２２年　　月　　日

被通知人　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　通知人　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　本通知書作成代理人

　　　　〒１６２－０８２２

　　　　東京都新宿区下宮比町２‐２８

　　　　飯田橋ハイタウン１１０４
　　　　行政書士事務所

　　　　飯田橋総合法務オフィス
　　　　ＴＥＬ：０３－５２０６－７７７３

　　　　　　　　　　行政書士　小竹　広光

　冠省

　早速ですが、貴殿に対し、行政書士法第１条の３第２項に基づき、通知人の書類作成代理人として下記の通り通知致します。
　通知人は、平成○○年○月○日に割賦購入あっせん契約（クレジット契約）により△△△△△△△△を購入しましたが、購入当初から○○○○○○○○○○○○という状況にあり、使用に耐えない状態にありました。
　つまり、明らかな欠陥商品であり、契約の目的を達成する事が出来ないため、その旨の苦情を販売店に伝えておりますが、未だ交換や修理その他の適切な処置をされない状態にあります。
　よって、そもそも契約そのものが重大な瑕疵を有しており、錯誤無効であるとも考えておりますので、割賦販売法第３０条の４に基づき、支払停止の抗弁権を行使させて頂きますので、今後通知人への請求を行わないよう、通知致します。
　以上、宜しくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　草々
